
 

 自由研削砥石の安全作業 -特別教育テキスト-（№121700） 

  〈9版 令和 7年 11月 14日〉 

補 足 資 料 

 

 

 

令和 7 年 11 月 14日 

頁・箇所  9版（令和 7年 11月 14日） 補足内容 

５４ 

 

安衛法第４条 労働者は、労働災害を防止するため

必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が

実施する労働災害の防止に関する措置に協力する

ように努めなければならない。 

 

第４条 労働者及び労働者以外の者で労働者と同一

の場所において仕事の作業に従事するものは、労

働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事

業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に

関する措置に協力するように努めなければならな

い。 

 

 令和8年4月1日から施行 

 

５５ 安衛法第２６条 労働者は、事業者が第 20条から第

25 条まで及び前条第 1 項の規定に基づき講ずる措

置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 

 

第２６条 労働者及び労働者と同一の場所において

仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、

事業者が第 20 条から第 25 条まで及び前条第 1 項

の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を

守らなければならない。 

 

令和 8 年 4 月 1 日から施行 

 

５６ （譲渡等の制限等） 

安衛法第４２条（略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（譲渡等の制限等） 

安衛法第４２条（略） 

２ 事業者は、前項の機械等については、同項の規格

又は安全装置を具備しなければ、労働者に使用さ

せてはならない。 

３ 事業者（厚生労働省令で定める数以下の労働者を

使用する者に限る。）又は個人事業者（これらの者

が法人である場合には、その代表者又は役員）で

ある作業従事者（以下「作業従事役員等」とい

う。）は、自ら第1項の機械等を使用して、労働者

と同一の場所において仕事の作業を行う場合に

は、当該機械等については、同項の規格又は安全

装置を具備しなければ、これを使用してはならな

い。 

 

令和 9 年 4 月 1 日から施行 

 

５６ 

 

 

 

 

 

 

 

（安全衛生教育） 

安衛法第５９条（略） 

２ 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したとき 

について準用する。 

３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令 

で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労 

働省令で定めるところにより、当該業務に関する

安全又は衛生のための特別の教育を行なわなけれ

ばならない。 

（新設） 

 

 

 

（安全衛生教育） 

安衛法第５９条（略） 

２ 事前の規定は、労働者の作業内容を変更したとき 

について準用する。 

３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令

で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労

働省令で定めるところにより、当該業務に関する

安全又は衛生のための特別の教育を行なわなけれ

ばならない。 

４ 作業従事役員等は、労働者と同一の場所におい

て前項の業務に就くときは、同項に規定する教育

を受けなければならない。 

 

 令和 9 年 4 月 1 日から施行 

 

 

 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が令和７年５月に公布されました。 

テキストに掲載している関係法令の条文について、今後施行される改正条文を補足内容欄に掲載しま

すので、ご参照ください。 

 


